
 

  



 

  



は じ め に 

 

本市では、平成 13（2001）年 2 月に第１期のマ

スタープランを策定しました。その後、社会情勢の

変化や事業進捗を踏まえ、平成 24（2012）年 3 月

に改訂を行い、快適でゆとりのあるまちづくりを進

めてまいりました。 

近年、本市においては、工場やレジャー施設の跡

地における新たな土地活用、高速道路整備やインタ

ーチェンジ開通等による広域道路ネットワーク機能

の向上、新たなまちづくりの動きなど、まちの活力

が生まれ続けています。 

一方で、大規模地震や近年頻発化・激甚化している豪雨災害といった自然災害、人口

構造の変化、ゼロ・カーボンへの挑戦など、様々な社会情勢を踏まえたまちづくりが求

められています。 

このような中、本市では「第３次船橋市総合計画」を令和４年３月に策定し、市が目

指す将来都市像として「人も まちも 輝く 笑顔あふれる 船橋」の実現に向けたまちづ

くりに取り組んでいくこととしています。 

この将来都市像の実現のため、まちづくりの目標とその実現に向けた基本的な方針を

示すものとして、今回新たな船橋市都市計画マスタープランを策定いたしました。 

本マスタープランにおいては、「交流により発展し便利で住みよいまちづくり」「誰

もが安全・安心・快適に暮らせるまちづくり」「自然と人と産業が調和したまちづくり」

を目標とし、都市計画への対応や各種事業を進めてまいります。この目標の実現のため

には、市民・企業・関係団体などと行政による連携・協働による取組が重要であると考

えておりますので、ご協力をお願い申し上げます。 

最後に、この度のマスタープランの策定にあたり、アンケート調査やパブリック・コ

メント等において貴重なご意見をいただきました市民の皆様をはじめ、都市計画審議

会・策定検討会議の委員の皆様や多くの関係者の皆様に対し、心から感謝を申し上げま

す。 

 

令和４年１１月 

 

船橋市長  松戸 徹  
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